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す
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。
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青
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五
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青
森
県
公
安
委
員
会
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

規
則

青
森
県
公
安
委
員
会
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則

（
平
成
十
九
年
十
一
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
七
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た

行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
）
及
び

青
森
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
十
月
青

森
県
条
例
第
六
十
五
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
令
等
（
法
律
及
び

法
律
に
基
づ
く
命
令
又
は
県
の
条
例
若
し
く
は
他
の
規
則
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
特
別
の
定

め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
公
安
委
員
会
等
に
係
る
手
続
等
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
関
し
、
必
要
な
事
項

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
で
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

公
安
委
員
会
等

公
安
委
員
会
、
警
察
本
部
長
、
警
察
本
部
の
所
属
長
及
び
警
察
署
長
を
い

う
。

二

電
子
署
名

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

㈠

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
電
子
署
名

㈡

政
府
認
証
基
盤
（
行
政
機
関
の
長
そ
の
他
の
国
家
公
務
員
の
職
を
証
明
す
る
こ
と
そ
の
他

政
府
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
を
行
い
、
又
は
行
わ
せ
る
た
め
に
運
営
す
る

も
の
を
い
う
。
）
の
官
職
証
明
書
に
基
づ
く
電
子
署
名

三

電
子
証
明
書

申
請
等
を
行
う
者
又
は
公
安
委
員
会
等
が
電
子
署
名
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
が
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明

す
る
た
め
に
作
成
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
申
請
等
の
告
示
）

第
三
条

公
安
委
員
会
は
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
以
下
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
又
は

条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
安
委
員
会
等
に
対
し
て
行
わ
れ
る
申
請
等
の
う
ち
、
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
告
示

す
る
も
の
と
す
る
。

（
申
請
等
の
手
続
）

第
四
条

前
条
の
告
示
に
係
る
申
請
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
申
請
等
を

行
う
者
は
、
公
安
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
申
請
等
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
で
あ
っ
て
公
安
委
員
会
が
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
を
電
気
通
信
回
線

青
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で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
申
請
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
申
請
等
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
当
該
申
請
等

に
係
る
事
項
を
当
該
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
、
申
請
等
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
公
安
委
員
会
又
は
警
察
本
部
長
が
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
当
該
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

書
面
等
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
載
さ
れ
若
し
く
は
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
こ
れ
ら
に
記
載
す

べ
き
若
し
く
は
記
録
す
べ
き
事
項
を
、
併
せ
て
入
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
公
安
委
員
会
又
は
警
察
本
部
長
が
別
に
定
め
る

場
合
を
除
き
、
当
該
申
請
等
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署

名
に
係
る
電
子
証
明
書
で
あ
っ
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
併
せ
て
こ
れ
を
送

信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
他
の
法
令
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ

き
登
記
官
が
作
成
し
た
電
子
証
明
書

二

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
発
行
し
た

電
子
証
明
書

三

電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
署
名
用
電
子
証
明
書

５

公
安
委
員
会
等
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
が
、
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項

を
入
力
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
等
を
行
う
者
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公
衆
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
い
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
公

安
委
員
会
等
が
当
該
事
項
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
当
該
申
請
等
に
併
せ
て
入
力
す
る

と
き
は
、
当
該
申
請
等
に
つ
い
て
規
定
し
た
法
令
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
定
款
に
記
載

さ
れ
た
事
項
の
入
力
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

法
令
等
の
規
定
に
基
づ
き
同
一
内
容
の
書
面
等
を
数
通
必
要
と
す
る
申
請
等
を
行
う
者
が
、
第

二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
数
通
の
書
面
等
の
う
ち
一
つ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項

又
は
こ
れ
ら
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
入
力
し
た
場
合
は
、
そ
の
他
の
同
一
内
容
の
書
面
等
に
記
載

さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
こ
れ
ら
に
記
載
す
べ
き
事
項
が
入
力
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
申
請
等
に
係
る
署
名
等
に
代
わ
る
措
置
）

第
五
条

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
四
項
及
び
条
例
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は

名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
は
、
申
請
等
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、

当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
（
前
条
第
四
項
に
定
め
る
電
子
証
明
書
に
限
る
。
）
と
併
せ

て
こ
れ
を
送
信
す
る
措
置
そ
の
他
申
請
等
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
公
安
委

員
会
又
は
警
察
本
部
長
が
定
め
る
措
置
と
す
る
。

（
申
請
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し

く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
）

第
六
条

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
六
項
に
規
定
す
る
申
請
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

申
請
等
を
す
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
公
安
委
員
会
等

が
認
め
る
場
合

二

申
請
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
公
安
委
員
会
等
が

認
め
る
場
合

三

申
請
等
に
係
る
書
面
等
又
は
電
磁
的
記
録
が
大
量
で
あ
る
た
め
、
第
四
条
第
二
項
又
は
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
入
力
が
困
難
で
あ
る
場
合

四

前
三
号
に
掲
げ
る
ほ
か
、
申
請
等
の
全
部
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り

行
う
こ
と
が
不
可
能
又
は
申
請
等
に
係
る
利
便
性
を
著
し
く
損
な
う
場
合

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
申
請
等
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と

が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

し
て
申
請
等
（
当
該
部
分
を
除
く
。
）
を
行
っ
た
日
か
ら
一
週
間
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
処
分
通
知
等
の
手
続
）

第
七
条

公
安
委
員
会
等
は
、
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
七
条
第
一
項
及
び
条
例
第
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
行
う
場
合
に
は
、
公

安
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
で
あ
っ
て
公
安
委
員
会
が
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続

し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
処
分
通
知
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

公
安
委
員
会
等
は
、
処
分
通
知
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合

に
は
、
当
該
処
分
通
知
等
の
内
容
を
公
安
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し

て
、
処
分
通
知
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
公
安
委
員
会
等
は
、
公
安
委
員
会
又
は
警
察
本
部
長
が
別
に
定
め
る
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場
合
を
除
き
、
当
該
処
分
通
知
等
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電

子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
す
る
も
の
と
す
る
。

（
処
分
通
知
等
を
受
け
る
旨
の
表
示
の
方
式
）

第
八
条

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
方
式
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
い
ず
れ
か
の
方
式
と
す
る
。

一

処
分
通
知
等
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
識
別
符
号
及
び
暗
証
符
号
の
入

力
二

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨

の
公
安
委
員
会
又
は
警
察
本
部
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
届
出

（
処
分
通
知
等
に
係
る
署
名
等
に
代
わ
る
措
置
）

第
九
条

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
七
条
第
四
項
及
び
条
例
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は

名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
は
、
処
分
通
知
等
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
を
行

い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
す
る
措
置
そ
の
他
処
分
通
知
等

を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
公
安
委
員
会
又
は
警
察
本
部
長
が
定
め
る
措
置
と

す
る
。

（
処
分
通
知
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は

著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
）

第
十
条

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
処
分
通
知
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が

あ
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
公
安
委

員
会
等
が
認
め
る
場
合

二

処
分
通
知
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
交
付
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
と

公
安
委
員
会
等
が
認
め
る
場
合

（
委
任
）

第
十
一
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
安
委
員
会
等
に
係
る
行
政
手
続
等
を
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に

必
要
な
事
項
は
、
警
察
本
部
長
が
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
二
月
十
五
日
（
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
青
森
県
公
安
委
員
会
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信

の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
第
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
日
が
施
行
日
以
後

で
あ
る
申
請
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
五
十
号

青
森
県
公
安
委
員
会
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則

（
令
和
七
年
十
二
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
五
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に

よ
り
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
手
続
等
を
次
の
と
お
り
定
め
、

令
和
七
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
告
示
の
施
行
に
伴
い
、
青
森
県
公
安
委
員
会
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報

通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
第
三
条
に
よ
る
告
示
（
平
成
十
九
年
十
一
月
二
日
青
森
県
公
安

委
員
会
告
示
第
百
十
六
号
、
平
成
二
十
年
三
月
二
十
四
日
青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号
、

平
成
二
十
一
年
四
月
十
七
日
青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
四
十
一
号
、
令
和
三
年
五
月
三
十
一
日
青

森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
六
十
五
号
、
令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日
青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百

三
十
八
号
、
令
和
四
年
十
二
月
二
十
三
日
青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
四
十
三
号
及
び
令
和
五
年

二
月
二
十
七
日
青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
六
号
）
は
廃
止
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
八
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

横

町

俊

明

一

規
則
第
三
条
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
申
請
等

は
、
別
表
の
法
令
等
の
名
称
及
び
条
項
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
申
請
等
と
す
る
。

二

規
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
技
術
的
基

準
は
、
公
安
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
接
続
で
き
、
正

常
に
通
信
で
き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
と
す
る
。

三

規
則
第
四
条
第
三
項
に
基
づ
き
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
又
は
記
載
す
べ
き
事
項
を
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
、
ス

キ
ャ
ナ
そ
の
他
の
画
像
読
取
装
置
を
用
い
て
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
て
入
力
す
る
と
き
は
、
当
該
申

請
等
を
行
う
者
が
、
当
該
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
情
報
を
記
録
し
た
日
時
を
記
録
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。

四

規
則
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
公
安
委
員
会
又
は
警
察
本
部
長
が
定
め
る
場
合
は
、
公
安
委

員
会
又
は
警
察
本
部
長
が
指
定
す
る
申
請
等
ご
と
に
、
公
安
委
員
会
又
は
警
察
本
部
長
に
よ
り
付

さ
れ
た
識
別
符
号
及
び
暗
証
符
号
を
入
力
す
る
措
置
そ
の
他
の
当
該
申
請
等
の
性
質
に
照
ら
し
て

適
切
な
措
置
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
公
安
委
員
会
又
は
警
察
本
部
長
が
指
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
場
合

と
す
る
。

五

規
則
第
五
条
に
規
定
す
る
申
請
等
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
公
安
委
員
会

又
は
警
察
本
部
長
が
定
め
る
措
置
は
、
前
条
に
規
定
す
る
措
置
と
す
る
。

六

規
則
第
六
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
規
則
第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
申

請
等
を
行
う
者
は
、
書
面
等
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難

又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
公
安
委
員
会
等
が
指
定
す
る
文
字
、
番
号
又
は
記
号
そ
の
他
の
符
号
を
明
ら
か
に
し
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七

規
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
技

術
的
基
準
は
、
同
項
に
規
定
す
る
公
安
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線

を
通
じ
て
接
続
で
き
、
正
常
に
通
信
で
き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
と
す
る
。

八

規
則
第
八
条
第
二
号
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
処
分
通
知
等

を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
は
、
規
則
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
公
安
委
員

会
等
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

別
表

法

令

等

の

名

称

条

項

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

二
十
二
号
）

第
五
条
第
一
項
、
第
五
条
第
四
項
、
第
七
条

第
一
項
、
第
七
条
第
五
項
、
第
七
条
の
二
第

一
項
、
第
七
条
の
二
第
三
項
、
第
七
条
の
三

第
一
項
、
第
七
条
の
三
第
三
項
、
第
九
条
第

一
項
、
第
九
条
第
三
項
第
一
号
、
第
九
条
第

三
項
第
二
号
、
第
九
条
第
四
項
、
第
九
条
第

五
項
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
条
の
二
第
二

項
、
第
十
条
の
二
第
五
項
、
第
十
条
の
二
第

七
項
、
第
二
十
条
第
二
項
、
第
二
十
条
第
四

項
、
第
二
十
条
第
十
項
、
第
二
十
四
条
第
六

項
、
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
第

二
項
、
第
三
十
一
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条

第
三
項
、
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
三

十
一
条
の
二
第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
七
第

一
項
、
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項
、
第
三
十

一
条
の
十
七
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
十
七

第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
二
十
三
、
第
三
十

三
条
第
一
項
、
第
三
十
三
条
第
二
項
、
第
三

十
八
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
十
四
条
第
一

項

古
物
営
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八

号
）

第
五
条
第
一
項
、
第
五
条
第
四
項
、
第
七
条

第
一
項
、
第
七
条
第
二
項
、
第
八
条
第
一

項
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
条
第
三
項
、
第

十
条
の
二
第
一
項
、
第
十
条
の
二
第
二
項
、

第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
十
八
条
第
二
項

火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

四
十
九
号
）

第
十
七
条
第
一
項
、
第
十
七
条
第
七
項
、
第

十
七
条
第
八
項
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第
十

九
条
第
四
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
二

十
四
条
第
三
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項

質
屋
営
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五

十
八
号
）

第
二
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
、
第
四
条

第
二
項
、
第
四
条
第
三
項
、
第
八
条
第
四

項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
二
項
、

第
二
十
八
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
八

条
第
五
項

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二

号
）

第
七
十
九
条
第
一
項

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

第
五
十
九
条
第
五
項
、
第
五
十
九
条
第
九
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規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律

第
百
六
十
六
号
）

項
、
第
五
十
九
条
第
十
項
及
び
第
六
十
二
条

の
三

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）

第
十
八
条
第
五
項
及
び
第
三
十
一
条
の
二

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三

年
法
律
第
六
号
）

第
三
条
第
一
項
、
第
三
条
第
二
項
、
第
三
条

第
三
項
、
第
三
条
の
二
第
二
項
、
第
四
条
の

二
第
一
項
、
第
四
条
の
三
第
一
項
、
第
五
条

の
三
第
三
項
、
第
五
条
の
四
第
三
項
、
第
七

条
第
二
項
、
第
七
条
の
三
第
一
項
、
第
八
条

第
三
項
、
第
九
条
第
三
項
、
第
九
条
の
二
第

一
項
、
第
九
条
の
三
第
一
項
、
第
九
条
の
四

第
一
項
、
第
九
条
の
四
第
二
項
、
第
九
条
の

五
第
二
項
、
第
九
条
の
六
第
二
項
、
第
九
条

の
九
第
一
項
、
第
九
条
の
九
第
二
項
、
第
九

条
の
十
第
二
項
、
第
九
条
の
十
三
第
一
項
、

第
九
条
の
十
三
第
三
項
、
第
九
条
の
十
六
第

一
項
、
第
十
条
の
八
第
一
項
、
第
十
条
の
八

第
四
項
、
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
第
四

号
、
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
二

条
の
三
第
二
項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
五

条
第
五
項
及
び
第
二
十
九
条
第
一
項

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五

号
）

第
十
五
条
の
三
第
一
項
、
第
四
十
五
条
の
二

第
二
項
、
第
四
十
五
条
の
二
第
三
項
、
第
七

十
四
条
の
三
第
五
項
、
第
七
十
四
条
の
三
第

九
項
、
第
七
十
五
条
第
十
項
、
第
七
十
五
条

の
十
二
第
二
項
、
第
七
十
五
条
の
十
六
第
一

項
、
第
七
十
五
条
の
十
六
第
三
項
、
第
七
十

五
条
の
十
六
第
四
項
、
第
七
十
八
条
第
一

項
、
第
七
十
八
条
第
二
項
、
第
七
十
八
条
第

四
項
、
第
七
十
八
条
第
五
項
、
第
八
十
九
条

第
一
項
、
第
九
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
九

十
八
条
第
二
項
、
第
九
十
九
条
第
一
項
、
第

百
条
の
二
第
五
項
、
第
百
一
条
の
六
第
一

項
、
第
百
四
条
第
二
項
、
第
百
四
条
の
二
の

二
第
六
項
、
第
百
四
条
の
四
第
一
項
、
第
百

七
条
の
五
第
四
項
、
第
百
七
条
の
七
第
二

項
、
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
九
号
、
第
百

八
条
の
四
第
二
項
、
第
百
八
条
の
三
十
第
三

項
、
第
百
八
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
、
第

百
八
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び

第
百
八
条
の
三
十
二
の
三
第
一
項
第
三
号
の

イ

自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）

第
五
条
、
第
七
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
三

項
及
び
第
十
三
条
第
四
項

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七

号
）

第
五
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第
九

条
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
、

第
十
一
条
第
三
項
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第

十
二
条
第
二
項
、
第
十
六
条
第
二
項
、
第
十

六
条
第
三
項
、
第
十
七
条
第
二
項
、
第
二
十

二
条
第
五
項
、
第
二
十
二
条
第
六
項
、
第
二

十
三
条
第
五
項
、
第
四
十
条
、
第
四
十
一
条

及
び
第
四
十
二
条
第
三
項

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯

罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

五
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）

第
十
条
、
第
十
三
条
及
び
第
二
十
三
条
第
一

項

行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八

号
）

第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
九
条
第
二

項
、
第
三
十
五
条
第
三
項
、
第
三
十
六
条
の

二
第
二
項
及
び
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項

化
学
兵
器
の
禁
止
及
び
特
定
物
質
の
規
制
等

第
十
七
条
第
一
項
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に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
六
十
五

号
）

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す

る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第

百
十
四
号
）

第
五
十
六
条
の
二
十
七
第
一
項

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）

第
九
条
第
一
項

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
七

号
）

第
五
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条

第
一
項
及
び
第
九
条
第
二
項

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し

て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
八
十
三
号
）

第
七
条
第
一
項
及
び
第
七
条
第
二
項

探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
号
）

第
四
条
第
一
項
及
び
第
四
条
第
二
項

オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
を
救
済
す
る

た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
年
法
律
第
八
十
号
）

第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条

行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第

六
十
八
号
）

第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
五
条
第
三
項
、
第

十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
四
項
、
第

二
十
五
条
第
二
項
、
第
二
十
五
条
第
三
項
、

第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
三
十
条
第
一
項
、

第
三
十
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
第
一
項
、

第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
三
条
、
第
三

十
四
条
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
六

条
、
第
三
十
八
条
第
一
項
、
第
八
十
二
条
第

二
項
、
第
八
十
三
条
第
一
項
及
び
第
八
十
四

条

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小

型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
九
号
）

第
十
条
第
三
項

国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る

法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
七
十
三
号
）

第
九
条
及
び
第
十
三
条

火
薬
類
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政

令
第
三
百
二
十
三
号
）

第
二
条
及
び
第
三
条

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二

年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）

第
五
十
条

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
（
昭
和

三
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号
）

第
三
十
一
条
第
二
項

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令

第
二
百
七
十
号
）

第
三
十
七
条
の
七
第
一
号
、
第
五
十
二
条
第

二
項
及
び
第
五
十
二
条
第
五
項

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年

政
令
第
二
百
八
十
八
号
）

第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
十
三
条
第
二

項

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭

和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）

第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
二
項

化
学
兵
器
の
禁
止
及
び
特
定
物
質
の
規
制
等

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第

百
九
十
二
号
）

第
三
条
の
二
、
第
三
条
の
三
及
び
第
三
条
の

四

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す

る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
年

政
令
第
四
百
二
十
号
）

第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
三

条

行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年

政
令
第
三
百
九
十
一
号
）

第
三
条
第
一
項
及
び
第
三
条
第
二
項
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質
屋
営
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
総

理
府
令
第
二
十
五
号
）

第
七
条
第
二
項
、
第
七
条
第
三
項
及
び
第
九

条

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
（
昭

和
三
十
三
年
総
理
府
令
第
十
六
号
）

第
四
条
第
二
項
、
第
四
条
第
四
項
、
第
五
条

第
三
項
、
第
六
条
第
三
項
、
第
十
二
条
第
二

項
、
第
二
十
条
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
六

条
、
第
三
十
九
条
第
一
項
、
第
四
十
条
、
第

四
十
六
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
二
項
、

第
五
十
四
条
、
第
八
十
条
、
第
九
十
条
第
二

項
、
第
九
十
七
条
、
第
百
条
第
二
項
、
第
百

条
第
四
項
、
第
百
二
条
第
三
項
、
第
百
二
条

第
五
項
、
第
百
三
条
第
二
項
及
び
第
百
六
条

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総

理
府
令
第
六
十
号
）

第
六
条
の
三
の
五
、
第
八
条
第
一
項
、
第
八

条
の
五
第
一
項
、
第
九
条
の
十
九
第
二
項
、

第
十
八
条
の
二
の
三
第
二
項
、
第
十
八
条
の

五
、
第
二
十
二
条
第
三
項
、
第
二
十
六
条
の

三
第
二
項
、
第
二
十
六
条
の
四
第
三
号
、
第

二
十
六
条
の
五
第
六
項
、
第
二
十
八
条
の

二
、
第
二
十
九
条
の
二
の
三
第
三
号
、
第
二

十
九
条
の
二
の
五
第
一
項
第
四
号
、
第
二
十

九
条
の
二
の
五
第
四
項
、
第
二
十
九
条
の
二

の
六
第
四
項
、
第
三
十
一
条
の
五
第
三
項
、

第
三
十
六
条
、
第
三
十
八
条
第
二
項
第
一

号
、
第
三
十
八
条
の
二
、
第
三
十
八
条
の
四

第
三
項
、
第
三
十
八
条
の
四
の
二
第
三
項
及

び
第
三
十
八
条
の
四
の
二
の
二
第
三
項

指
定
射
撃
場
の
指
定
に
関
す
る
内
閣
府
令

（
昭
和
三
十
七
年
総
理
府
令
第
四
十
六
号
）

第
十
三
条

災
害
対
策
基
本
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七

年
総
理
府
令
第
五
十
二
号
）

第
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
六
条
の
四
第
一

項

猟
銃
用
火
薬
類
等
の
譲
渡
、
譲
受
け
、
輸
入

及
び
消
費
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十

一
年
総
理
府
令
第
四
十
六
号
）

第
八
条
、
第
九
条
第
四
項
及
び
第
十
一
条
第

二
項

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則

（
昭
和
五
十
四
年
総
理
府
令
第
三
十
八
号
）

第
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
六
条
の
四
第
一

項

警
備
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
総
理

府
令
第
一
号
）

第
二
十
一
条
、
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第

六
十
三
条
第
一
項

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯

罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
（
昭
和
五
十
五
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則

第
六
号
）

第
十
九
条

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業

務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
五
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

二
号
）

第
四
条
第
一
項
、
第
七
条
第
二
項
、
第
十

条
、
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
十
三
条

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
国

家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）

第
四
十
条
第
二
項
、
第
四
十
五
条
、
第
五
十

五
条
第
二
項
、
第
六
十
一
条
第
二
項
及
び
第

七
十
二
条
第
二
項

風
俗
環
境
浄
化
協
会
等
に
関
す
る
規
則
（
昭

和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
）

第
一
条
第
一
項
、
第
三
条
第
一
項
、
第
五
条

第
一
項
及
び
第
五
条
第
二
項

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す

る
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
四
号
）

第
七
条
の
二
第
二
項
、
第
七
条
の
二
第
四
項

及
び
第
七
条
の
二
第
五
項

指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）

第
四
条
第
一
項
、
第
四
条
第
三
項
、
第
十
一

条
、
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
三
年
国
家
公

第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
十
九
条
第
二
項
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安
委
員
会
規
則
第
四
号
）

届
出
自
動
車
教
習
所
が
行
う
教
習
の
課
程
の

指
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
号
）

第
二
条
第
一
項
及
び
第
四
条

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成

六
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
）

第
三
条
第
一
項
、
第
五
条
第
二
項
、
第
七
条

第
二
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
八
条
第
二

項
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
二

項
、
第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
十
六
条
第
一

項

聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規

則
（
平
成
六
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二

十
六
号
）

第
四
条
第
一
項
、
第
四
条
第
二
項
、
第
五
条

第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
二

項
、
第
九
条
第
二
項
、
第
十
条
第
一
項
、
第

十
四
条
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条

第
一
項
及
び
第
二
十
四
条
第
二
項

道
路
交
通
法
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取

及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則

（
平
成
六
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十

七
号
）

第
五
条
第
一
項
、
第
五
条
第
二
項
、
第
六
条

第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第

二
項

古
物
営
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
国
家
公

安
委
員
会
規
則
第
十
号
）

第
六
条
、
第
十
九
条
の
四
、
第
十
九
条
の
九

第
二
項
、
第
十
九
条
の
十
一
第
一
項
、
第
十

九
条
の
十
三
第
一
項
第
一
号
、
第
十
九
条
の

十
三
第
一
項
第
三
号
、
第
二
十
二
条
第
一

項
、
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
第

四
項
、
第
二
十
五
条
第
五
項
、
第
二
十
六
条

第
一
項
、
第
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
二
十

八
条
第
一
項

運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
に
関
す
る

規
則
（
平
成
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則

第
四
号
）

第
四
条
第
二
項
第
四
号
、
第
七
条
第
一
項
及

び
第
七
条
第
三
項

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
十
八
号
）

第
六
条

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法

律
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
の
実
施
に

関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
十
九
号
）

第
三
条
第
一
項
、
第
三
条
第
二
項
、
第
四
条

第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一

項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第

十
条
第
一
項
、
第
十
三
条
及
び
第
十
八
条
第

一
項

苦
情
の
申
出
の
手
続
に
関
す
る
規
則
（
平
成

十
三
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）

第
二
条
第
一
項

犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
に
関
す
る
規

則
（
平
成
十
四
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

一
号
）

第
三
条
第
一
項
、
第
三
条
第
二
項
、
第
三
条

第
四
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
八
条
第
二

項
、
第
八
条
第
三
項
、
第
十
条
第
一
項
及
び

第
十
条
第
二
項

確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則

（
平
成
十
六
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二

十
三
号
）

第
二
条
第
一
項
、
第
二
条
第
三
項
、
第
七
条

第
一
項
、
第
九
条
第
二
項
、
第
十
条
第
二

項
、
第
十
条
第
五
項
、
第
十
一
条
第
一
項
、

第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
第
二
項

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成

十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
）

第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
、
第
十
二
条
第
一

項
、
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
十
四
条
第
一

項

遺
失
物
法
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
国
家
公

安
委
員
会
規
則
第
六
号
）

第
二
十
六
条
、
第
二
十
八
条
第
二
項
、
第
二

十
八
条
第
三
項
（
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ

を
除
く
。
）
、
第
三
十
一
条
第
一
項
、
第
三

十
二
条
、
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
十

一
条

大
型
自
動
車
免
許
の
欠
格
事
由
等
の
特
例
に

係
る
教
習
の
課
程
の
指
定
に
関
す
る
規
則

第
二
条
第
一
項
及
び
第
四
条
第
一
項
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（
令
和
四
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四

号
）

運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
に
関
す
る

規
則
（
令
和
四
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

八
号
）

第
四
条
第
一
項
第
四
号
、
第
四
条
第
二
項
第

四
号
、
第
八
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
三
項

青
森
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
十
二

月
青
森
県
条
例
第
五
十
五
号
）

第
六
条

警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害

給
付
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
十
月
青

森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
）

第
五
条
第
一
項
第
一
号
、
第
五
条
第
一
項
第

二
号
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号
、
第
五
条
第

一
項
第
四
号
、
第
五
条
第
一
項
第
五
号
、
第

五
条
第
一
項
第
六
号
、
第
五
条
第
一
項
第
七

号
、
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第

八
条
第
二
項
、
第
九
条
第
三
項
、
第
十
条
第

一
項
、
第
十
三
条
の
二
第
一
項
、
第
十
五
条

第
二
項
、
第
十
六
条
第
一
項
、
第
十
六
条
第

二
項
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第

十
九
条
第
二
項
、
第
十
九
条
の
二
及
び
第
二

十
一
条
第
一
項

青
森
県
道
路
交
通
規
則
（
平
成
十
年
九
月
青

森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）

第
四
条
第
二
項
、
第
四
条
第
七
項
、
第
四
条

第
八
項
、
第
九
条
第
三
項
、
第
九
条
第
十

項
、
第
九
条
第
十
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一

項
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行
所
・
発
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）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森
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刷
所
・
販
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人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
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曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
二
十
一
円
七
十
銭


